
  （注）「有害物質」とは、水濁法第２条第２項に規定する物質である。
　　　　　　　　　　　　　「有害物質」には、有害物質そのものの他、有害物質を含む水（液体）が含まれ、例えば有害物質を含む

溶液、廃液等が該当する。ただし、漏えいした時点で気化するような有害物質は対象とならない。

届出対象施設判定フローチャート

○本フローチャートは、平成23年の水質汚濁防止法の改正に伴い、平成24年６月の改正法施行時に届出が必要かどうか
　を判定するものです。
 
 
 
 

水濁法に基づく届
出は不要

施設の設置場所が工場・事
業場である

有害物質※を含む汚水又は
廃液を排出する施設である

有害物質を製造し、使用し、又
は処理を目的とする施設である

水濁法施行令別表第１に掲
げられる施設である

有害物質使用特定施設に該当

公共用水域に水を排出する
工場・事業場である

水濁法第５条第１項に基づ
く届出を既に行っている、
あるいは瀬戸法第５条第１
項に基づく許可を既に受け
ている

改めて水濁法第５条第１
項に基づく届出を行う必
要はない

有害物質を貯蔵すること
を目的とする施設である

有害物質を含む液状の物
を貯蔵する施設である

ＳＴＡＲＴ

漏えいした場合に、地下
に浸透するおそれがある

有害物質貯蔵指定施設に該当

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Yes

No（下水道に排水の
全量を放流等）

一定期間、一定の場所に
設置された施設である

Yes

No

No

水濁法第５条第３項に基づく届出が必要水濁法第５条第１項に基
づく届出が必要

No
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